
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続法改正 １ 19年 
５月号 

① 

義理の父が寝たきりになって以来、しかも夫が亡くなった以後も介護をし

てきた夫の妻は義理の父の相続人ではありませんから相続ができません。

今後の生活を考えると義理の父の死後に金銭請求ができないかとのでしょ

うか？ 

義理の父 

義弟(二男) 義弟(三男) 夫(長男)死亡 妻 

介護を続ける 

相続人 

 

相続人でない妻は義理の弟に金銭請求をできるか？ 

 

今回相続改正では、あなたのような相続権がない親族が介護や看病をしてきた

場合に、他の相続人に対する金銭請求権が認められるようになりました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19年 
５月号 

 
 

２ 相続法改正 
 

認められる親族とは？ 

被相続人の6親等以内の血族 

被相続人の3親等以内の血族の配偶者などです。 

上は「親族」の範囲を表した図です。 

図で示される範囲の親族で相続人でない人であれば金銭請求権が認められます。

でも、親族ではない家政婦やヘルパーなどには金銭請求権が認められません。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19年 
５月号 

 
 

３ 相続法改正 
 

父が亡くなりました。これから相続人で遺産分割協議をするのですが、父

が入院していた介護病院への支払い、葬儀費用、債務があったらそれらを

支払いたいのですが、今回の改正でこのような資金を預金から払い戻しで

きると聞きましたが具体的な内容を教えてください。 

改正前には、以下の図のように生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済な

ど、お金が必要になった場合でも、相続人は遺産分割が終了するまでは被相

続人の預貯金の払戻しができないという問題がありました。 

そこで、このような相続人の資金需要に対応することができるよう、遺産分

割前にも預貯金債権のうち一定額については、家庭裁判所の判断を経ずに金

融機関で払戻しができるようにしました。 



飲食費5,000円以下の 
交際費除外について 
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５月号 

 
 

４ 相続法改正 
 
 

引用・参考資料は：法務省、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について（相続法の改正） 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html より 

各相続人は遺産に属する預貯金のうち口座ごとに以下の計算式で求められる

額(ただし、同一の金融機関に対する払い戻しは150万円)を限度とします。）

この金額ならば各相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができま

す。払い戻し金額の計算式は 

単独で払戻しをすることができる額 

＝(相続開始時の預貯金債権の額)×(３分の１)×(当該払戻しを求める各       

相続人の法定相続分） 

預金から払い戻しできる金額はいくらなのですか？ 


